
▷ 乗務時間等告示遵守違反

（安全規則第３条）（運輸規則第21条）
・未遵守5件以下 警 告
・未遵守6件以上15件以下 10日車
・未遵守16件以上 20日車
・未遵守31件以上3名以上等 30日事業停止

▷ 健康状態の把握義務違反
（安全規則第３条）（運輸規則第21条）
・把握不適切50％未満 警 告
・把握不適切50％以上 10日車

▷ 社会保険等未加入
（事業法第25条）（運送法第30条）
・一部未加入 10日車
・全部未加入 20日車

▷ 乗務時間等告示遵守違反

１箇月の拘束時間及び休日労働の限度に関する違反が確認さ
れた場合は、左記（現行）の件数として計上し処分日車数を算出
するとともに、さらに別立てで次のとおり処分日車数を算出し、左
記の処分日車数に合算する。

・未遵守1件 10日車
・未遵守2件以上 20日車

▷ 疾病、疲労等のおそれのある乗務

・健康診断未受診者 1名 警 告
・健康診断未受診者 2名 20日車
・健康診断未受診者 3名以上 40日車

▷ 社会保険等未加入

・未加入 1名 警 告
・未加入 2名 20日車
・未加入 3名以上 40日車

行政処分の強化

処分量定の引き上げ（トラック、乗合バス、タクシー）
◯過労防止関連違反に係る行政処分の処分量定を引き上げる。

《現 行》 初違反 《改 正》 初違反

・月の拘束時間（トラック）
➢293時間以内（労使協定320時間）
・休日労働
➣2週間に1回まで

・健康保険
・厚生年金保険
・労働者災害補償保険
・雇用保険

別紙

・記録の改ざん・不実記載のような労働時間を管理する点で問題がある事項及び虚偽届出については処分を強化する。
・帳票類の「全て保存なし」については、「全て記録なし」と同じ処分量定に統一する。等

その他処分
量定の改正

配置車両数（台）

１～10 11～30 31～60 61～100
処分日車数

～３０日車 １ １ １ １

３１～６０ １ ２ ２ ３

６１～１００ １ ２ ３ ５

１０１～３００ ２ ３ ５ ８

３０１日車～ ３ ３ ５ １０

行政処分の強化

例えば、処分150日車のとき、営業所当たり、配置車両数
5両の場合は、車両停止 2両✕75日

10両の場合は、車両停止 2両✕75日
100両の場合は、車両停止 7両✕18日, 1両✕24日

使用停止車両割合を全車両の最大５割に引き上げ

例えば、処分150日車のとき、営業所当たり、配置車両数
5両の場合は、車両停止 2両 （✕75日）

10両の場合は、車両停止 5両 （✕30日）
100両の場合は、車両停止 15両 （✕10日）

《現 行》 《改 正》

※車両停止は営業所毎に行う

処分量定の引き上げ（トラック）
◯行政処分により使用を停止させる車両数の割合を最大５割に引き上げる。

（例）配置車両数 10両 処分150日車
2両×75日 5両×30日

【その他（トラック事業者の法令遵守の徹底を図るための措置）】

適正化実施機関による巡回指導において、①総合評価が著しく悪い事業者、②新規参入後の総合評価が継続して悪い事業者、
③健康診断受診や社会保険加入等の基本項目が継続して不適切である事業者、に対して重点的に監査を実施します。


